
 

 

平成１９年 

 

第２回志賀町議会定例会 
 

 

会   議   録 

 

 

 

 

 

 

 

 

志 賀 町 議 会 



平成１９年第２回志賀町議会定例会会議録 

 平成１９年６月１日、第２回志賀町議会定例会を志賀町役場議場に招集した。 

（午前１０時０３分 開会） 

（出席議員） 

  １番  南   政 夫 

  ２番  橘   照 茂 

  ３番  下 池 外巳造 

４番  須 磨 隆 正 

  ５番  越 後 敏 明 

６番  田 中 正 文 

  ７番  寺 岡 真貴子 

  ８番  冨 澤 軒 康 

  ９番  櫻 井 俊 一 

 １０番  林   一 夫 

 １１番  松 浦 恒 義 

 １２番  戸 坂 忠寸計 

１３番  小 田 芳 治 

１４番  辻   武 美 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  木 村 正 男 

１７番  山 本 辰 榮 

１８番  稲 村 幸 雄 

 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

  町     長    細 川 義 雄 

  副  町  長    坪 野 高 志 

  副  町  長    綱 木 常 一 

総 務 課 長    藤 澤   仁 

  富 来 支 所 長    二 見   博 

企画財政課長    木 坂 孫 信 
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  監 理 課 長    藤 田 好 博 

  税 務 課 長    柴 田 一 廣 

  住 民 課 長    田 村   実 

  子育て支援課長    宮 本 俊 一 

  健康福祉課長    笹 川 門 治 

 生活安全課長    西   清 一 

  商工観光課長    富 樫 一 就 

  農林水産課長    横 川 外 治 

  建 設 課 長    山 崎 脩 平 

  上下水道課長    山 本 政 直 

  富来病院事務長    古 川 吉 亮 

  会 計 管 理 者    金 谷 昭 一 

教  育  長    青 山 源 隆 

  学校教育課長    向 畠   登 

  生涯学習課長    中 田 政 光 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     新 木 利 夫 

書    記     西   清 孝 

書    記     池 端 久 幸 

（議事日程） 

日 程 第 １  仮議席の指定 

日 程 第 ２  議長の選挙 

（追加議事日程） 

追加日程第１  議席の指定 

追加日程第２  会議録署名議員の指名 

追加日程第３  会期の決定 

追加日程第４  副議長の選挙 

追加日程第５  諸般の報告 

追加日程第６  常任委員の選任 

追加日程第７  議会運営委員の選任 
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追加日程第８  特別委員会の設置及び委員の選任 

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

追加日程第９  羽咋郡市広域圏事務組合議員の選挙 

追加日程第１０  石川県後期高齢者医療連合議会議員の選挙 

追加日程第１１  同意第１号 監査委員の選任同意 

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

追加日程第１２  町長提出 報告第１号ないし第２７号及び議案第４８号ないし第

５６号（提案理由説明） 

 

（ 臨 時 議 長 紹 介 ） 

新 木  利 夫 議会事務局長の新木です。 

議会事務局長 本定例会は一般選挙後、初めての議会でありますので、議長が選挙され

るまでの間、地方自治法第 107 条の規定により、出席議員の中で年長の

議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

年長の山本辰榮 議員をご紹介いたします。 

（山本臨時議長、議長席に着く） 

山 本 辰 榮 年長の山本辰榮であります。 

臨 時 議 長 地方自治法第 107 条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（ 開 会 ・ 開 議 ） 

山 本 辰 榮 ただ今から、平成１９年第２回志賀町議会定例会を開会いたします。 

臨 時 議 長 本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

（ 町 長 あ い さ つ ） 

山 本 辰 榮 町長が発言を求めておられますので、これを許可いたします。 

臨 時 議 長 細川町長。 

細川 義雄町長 皆さん、おはようございます。 

議会の開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
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議員各位におかれましては、改選後初の議会ということで召集申し上げ

ましたところ、全員の出席を賜り、厚くお礼申し上げます｡ 

まず、議員各位におかれては、去る４月２２日新志賀町全体を選挙区と

した最初の選挙で立派に当選を果たされ、心からお祝いを申し上げます。 

本議会は平成１７年９月１日に志賀町と富来町が合併し、議員のいわゆ

る残任特例期間満了後の新定数による初の議会であり、また本日は皆さん

方の新たな任期がスタートするという日でもあります。 

本町は今、能登半島地震からの復旧や昨年度に策定しました第１次志賀

町総合計画及び志賀町行政改革大綱の実施初年度ということで、懸案事項

が山積しているところでありますが、幸いにも諸般の事情に明るい議員各

位をお迎えできましたことは、事業遂行にとってこのうえない力強さを覚

えるところであります。今後ともより一層のご指導をいただき、町民全体

が安心、安全に暮らせるまちづくりのために、共に邁進したいと存じます。 

どうか議員各位におかれましては、ますますご健勝でご活躍されんこと

をご祈念申し上げまして、はなはだ簡単ではございますけれども、私のあ

いさつとさせていただきます。 

 

日程第１．仮 議 席 の 指 定 

山 本 辰 榮 日程に入り、仮議席の指定を行います。 

臨 時 議 長 仮議席は、ただ今、着席の議席とします。 

 

日程第２．議 長 の 選 挙 

山 本 辰 榮 次に議長の選挙を行います。 

臨 時 議 長 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名 

推薦としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

山 本 辰 榮 異議なしと認めます。 

臨 時 議 長 よって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 
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指名の方法については、臨時議長が指名することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

山 本 辰 榮 異議なしと認めます。 

臨 時 議 長 よって、議長に林 一夫 君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま臨時議長が指名いたしました林 一夫 君を、議長の当選人と

定めることに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

山 本 辰 榮 ご異議なしと認めます。 

臨 時 議 長 よって、ただいま指名いたしました、林 一夫 君が議長に当選され

ました。 

ただいま議長に当選されました、林 一夫 君が議場におられますので、

会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

（当選人、発言を求める） 

 

議 長 当 選 の あ い さ つ 

山 本 辰 榮 議長に当選された林 一夫 君が発言を求めていますので、これを 

臨 時 議 長 許可いたします。 

林  一夫議長 志賀町議会議長職をお受けするにあたり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

今ほどは、議員各位のご推挙をいただきまして、議会議長として選任

をいただきまして、誠にありがとうございます。 

もとより、浅学非才、経験不足の身ではございますが、誠心誠意その

職責の全うに努めてまいりたいと思いますので、皆様方の協力をよろしく

お願いを申し上げます。 

さて、現状の志賀町を考えてみるに、３月２５日発生の能登半島地震

による災害復旧、被災者の生活支援、そしてまた、志賀原子力発電所の信

頼性、安全性の再構築に基づく運転再開に向けての取り組み、そしてまた、

未だに不透明感の残る地方経済の現状等を考えると町民の中に、不安や不
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信や不満が多いのが現状でないかと思います。 

執行部においても、そしてまた議会においても一体となってこれらの

軽減や払拭に努めてまいらなければならないものと思っているところでご

ざいます。 

私も議会人の一人として、微力ではございますが、これらのことに取

り組んでまいりたいと思っていますので、執行部、議員皆様方のご指導、

ご鞭撻を重ねてお願いを申し上げまして、議長職就任にあたってのあいさ

つに代えたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 交 代 

山 本 辰 榮 ただいま選任されました議長と交代いたします。 

臨 時 議 長 ご協力ありがとうございました。 

        それでは、林議長、議長席にお着き下さい。 

        どうもありがとうございました。 

  （林 一夫議長、議長席に着く） 

林  一夫議長 ここで議事配布のため、しばらく自席にてお待ちください。 

        （追加議事日程の配布） 

林  一夫議長 お諮りいたします。 

ただいま配布しました議事を、日程に追加したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

 

追加日程第１．議 席 の 指 定 

林  一夫議長 追加日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、ただいま着席のとおり

指定いたしたいと思います。 
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追加日程第２．会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

林  一夫議長 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員に１番 南  政夫 君、 

２番 橘  照茂 君を指名いたします。 

 

追加日程第３．会 期 の 決 定 

林  一夫議長 続いて、会期の決定を行います。 

会期決定について従来は、議会運営委員会において会期を協議願い、本

会議に諮って決定しておりましたが、本定例会では、まだ議会運営委員会

委員が決まっておりませんので、会期の決定については、議長発議により

行いたいと思います。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から６月１８日までの１８日間といたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から６月１８日までの１８日間とする

ことに決しました。 

 

（ 休 憩 ） 

林  一夫議長 ここで、暫時休憩いたします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

       

（ 再 開 ） 

（午前１０時５１分 再開）                （出席議員 １８名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

追加日程第４．副 議 長 の 選 挙 

林  一夫議長 次に副議長の選挙を行います。 
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選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推薦に

したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、副議長に田中 正文 君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議長が指名いたしました田中 正文 君を副議長の当選人と  

定めることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました、田中 正文 君が副議長に当選さ

れました。 

ただいま副議長に当選されました、田中 正文 君が議場におられます

ので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

（当選人、発言を求める） 

 

副 議 長 当 選 の あ い さ つ 

林  一夫議長 副議長に当選された 田中 正文 君が発言を求めていますので、これ

を許可いたします。 

田中 正文 君。 

田中 正文副議長 一言御礼申し上げます。 

今ほどは、議員各位のご支援をいただく中で、志賀町議会の副議長に

推挙いただきました田中でございます。 
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浅学非才の身でありますが、林議長を補佐しながら、志賀町議会活動の

円滑なる運営に最大の尽力をしていきたい、かように存じているところで

あります。 

どうか議員各位におかれましては、ご協力と合わせてご理解、また、 

町執行部のご協力をお願いしまして、簡単でありますが、就任にあたって

のごあいさつとさせていただきます。大変有難うございました。 

 

追加日程第５． 諸 般 の 報 告 

林  一夫議長 続いて、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

（ 休 憩 ） 

林  一夫議長 ここで暫時、休憩をいたします。 

（午前１０時５０分 休憩） 

       

（ 再 開 ） 

（午前１１時５３分 再開）                （出席議員 １８名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

追加日程第６． 常 任 委 員 の 選 任 

林  一夫議長 続いて、常任委員の選任を行います。 

お諮りいたします。 

常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって、

お手元に配布のとおり、総務常任委員会の委員に、越後 敏明 君、 

田中 正文 君、寺岡 真貴子 君、櫻井 俊一 君、松浦 恒義 君、

山本 辰榮 君、 

教育民生常任委員会の委員に、橘 照茂 君、下池 外巳造 君、 

須磨 隆正 君、林 一夫、戸坂 忠寸計 君、稲村 幸雄 君、 

産業建設常任委員会の委員に、南 政夫 君、冨澤 軒康 君、 
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小田 芳治 君、辻 武美 君、久木 拓栄 君、木村 正男 君、 

以上のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれ選任することに決し

ました。 

 

追加日程第７．議 会 運 営 委 員 の 選 任 

林  一夫議長 続いて、議会運営委員の選任を行います。 

お諮りいたします。 

議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定に

よって、お手元に配布のとおり、松浦 恒義 君、小田 芳治 君、 

辻 武美 君、久木 拓栄 君、木村 正男 君、山本 辰榮 君、 

以上のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれ選任することに決し

ました。 

 

（ 休 憩 ） 

林  一夫議長 ここで暫時、休憩をいたします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

       

（ 再 開 ） 

（午後 ３時 ３分 再開）                （出席議員 １８名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中、各常任委員会及び議会運営委員会において、正副委員長の互選

が行われ、その結果が議長の手元に参っておりますので、この際、ご報告
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いたします。 

総務常任委員長に、越後 敏明 君、同副委員長に、松浦 恒義 君、 

教育民生常任委員長に、橘 照茂 君、同副委員長に、戸坂 忠寸計 君、 

産業建設常任委員長に、冨澤 軒康 君、同副委員長に、南 政夫 君、 

議会運営委員長に、小田 芳治 君、同副委員長に、松浦 恒義 君、 

以上のとおり選任された旨、報告がありました。 

 

追加日程第８．特 別 委 員 会 の 設 置 及 び 委 員 の 選 任 

林  一夫議長 次に、本日、稲村 幸雄君ほか、４名からお手元に配布のとおり、原子

力発電所対策特別委員会、生活環境等対策特別委員会及び能登半島地震災

害復興対策特別委員会並びに議会広報特別委員会の設置に関する動議が提

出されました。 

これより、本動議を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本件は、事理明白につき、この際、説明、質疑、委員会付託及び討論を

省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

これより、本件を採決いたします。 

本動議のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、特別委員会設置に関する動議は、可決されました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました４特別委員会の委員の選任につきましては、委

員会条例第７条第１項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり、 

原子力発電所対策特別委員に、下池 外巳造 君、田中 正文 君、 

寺岡 真貴子 君、櫻井 俊一 君、林 一夫、松浦 恒義 君、 
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小田 芳治 君、久木 拓栄 君、稲村 幸雄 君、 

生活環境等対策特別委員に、南 政夫 君、橘 照茂 君、 

須磨 隆正 君、越後 敏明 君、冨澤 軒康 君、戸坂 忠寸計 君、 

辻 武美 君、木村 正男 君、山本 辰榮 君、 

能登半島地震災害復興対策特別委員会に議長を除く全議員を、 

議会広報特別委員に、橘 照茂 君、越後 敏明 君、田中 正文 君、 

冨澤 軒康 君、櫻井 俊一 君、戸坂 忠寸計 君、 

それぞれ指名いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

 

（ 休 憩 ） 

林  一夫議長 ここで暫時、休憩をいたします。 

休憩中、各特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午後 ３時 ７分 休憩） 

       

（ 再 開 ） 

（午後 ３時４０分 再開）                （出席議員 １８名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

本日の会議時間は、あらかじめ延長といたします。 

休憩中、各特別委員会において、正副委員長の互選が行われ、その結果

が議長の手元に参っておりますので、この際、ご報告いたします。 

原子力発電所対策特別委員長に、松浦 恒義 君、 

同副委員長に、小田 芳治 君、 

生活環境等対策特別委員長に、辻 武美 君、 

同副委員長に、越後 敏明 君、 

能登半島地震災害復興対策特別委員長に、山本 辰榮 君、 

同副委員長に、稲村 幸雄 君、 
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議会広報特別委員長に、橘 照茂 君、 

同副委員長に、田中 正文 君、 

以上のとおり選任された旨、報告がありました。 

 

（ 休 憩 ） 

林  一夫議長 ここで暫時、休憩をいたします。 

（午後 ３時４２分 休憩） 

       

（ 再 開 ） 

（午後 ４時３０分 再開）                （出席議員 １８名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

追加日程第９．羽 咋 郡 市 広 域 圏 事 務 組 合 議 会 議 員 の 選 挙 

林  一夫議長 次に、羽咋郡市広域圏事務組合議会議員の選挙を行います。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選

にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、羽咋郡市広域圏事務組合議会議員に、 

稲村 幸雄 君、山本 辰榮 君、久木 拓栄 君、櫻井 俊一 君の 

４名を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議長が指名いたしました諸君を、羽咋郡市広域圏事務組合議会
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議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君が、羽咋郡市広域圏事務組合議

会議員に当選されました。 

ただいま羽咋郡市広域圏事務組合議会議員に当選されました、諸君が 

議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の

告知をいたします。 

 

追加日程第１０．石川県後期高齢者医療広域連合議員の選挙 

林  一夫議長 次に、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推選にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決しました。 

石川県広域高齢者医療広域連合議会議員に、私、林 一夫を指名いたし

ます。 

お諮りいたします。 

ただいま、私、林 一夫を石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の当

選人と定めることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 
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林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただいまの選挙の結果、私、林 一夫が石川県後期高齢者医療

広域連合議会議員に当選しました。 

 

追加日程第１１．同意一号 監査委員の選任同意 

林  一夫議長 次に、本日町長から提出のあった同意１号 志賀町監査委員選任の同意

について議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、辻 武美 君の退席を求めます。 

（辻 武美 議員退席） 

林  一夫議長 お諮りします。 

同意第１号 辻 武美 君の志賀町監査委員選任の同意の件は、会議規

則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明を省略したいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

お諮りいたします。 

本件は人事案件につき、この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

これより、本件を採決いたします。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本件は原案どおりに可決されました。 

（辻 武美議員、入場） 
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日程第１２．町長提出 報告第１号ないし第２７号、 

議案第４８号ないし第５６号 

林  一夫議長 次に、本日町長から提出のありました報告第１号ないし第２７号、議案

第４８号ないし第５６号に対する提案理由の説明を求めます。 

細川町長。 

細川 義雄町長 はい、議長。 

今ほど議長、副議長の選出をはじめ、各委員会が組織され、名実共に新

生志賀町議会が誕生いたしました。心からお祝いを申し上げます。 

本議会に提出しております議案の説明に先立ち、議会並びに町民の皆様

に対するお詫びと今後の基本姿勢について少し述べさせていただきたいと

思います。 

実は私、昨日からちょっと風邪を引きまして、喉を痛めておりますので、

お聞き苦しい点はお許しいただきたい、このように思います。 

去る２月１８日、私は一連の談合疑惑による取調べからの心身耗弱によ

り軽率な行動をとってしまい、入院するという事態を招き、議員をはじめ、

町民の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました。ここに深くお

詫び申し上げます。 

その間、平成１９年度の予算を審議する重要な当初議会を欠席し、加え

て、志賀原子力発電所１号機の臨界事故隠ぺい問題の発覚、また、この 

地域ではかつてない激震が襲い、大きな被害をもたらした能登半島地震の

発生など町民の安全・安心にとって、非常に大きな事態が相次ぎ、その際

も入院加療中であり、陣頭指揮をとることができなかったことに対して大

変大きな責任を感じております。 

一時期は職を辞することも考えておりましたが、地震災害にあえぐ町民

の皆様の支援と災害復旧、志賀原子力発電所の安全対策強化など町民の安

全・安心の確保のために、命懸けで取り組むことが私に与えられた責任で

あり、使命であるとの考えに立ちました。私の体調も戻りつつあり、今は

身命を賭してこれらの課題に全力を傾注する所存でありますので、議会の

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 －１６－



それでは、能登半島地震の支援・災害復旧について述べさせていただき

ます。 

まず、被災されました方々には、衷心よりお見舞い申し上げます。 

地震発生から２カ月が経過し、町は少しずつ落ち着きを取り戻しており

ますが、仮設住宅での生活を余儀なくされている方々もあり、今後も長期

にわたり物心両面の住民支援が必要と考えております。 

被害の概要につきましては、５月３１日現在、人的被害では重傷者が 

４人、軽傷者が４１人、建物の被害では、全壊が１６３棟、半壊が７９０

棟、一部損壊が４，４４４棟にも上っており、今後の調査により更にその

件数は増加するものと思われます。 

罹災証明の発行についても鋭意進めておりますが、申請数２，６０６件

に対して調査済数２，４７６件、発行件数１，６５７件であり、さらに再

調査依頼についても、５６件に達しており、引き続き調査及び証明書の発

行業務に取り組み、一日も早い調査完了に向けて努力する所存であります。 

また、住民生活の基盤であります道路、上下水道、農林水産、文教施設

などの公共施設も大きな被害を受けており、被害総額は公共施設だけでも

２０億円以上と試算されます。町としては、これらの復旧について早急に

対応するため、平成１９年度予算において専決補正をさせていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

なお、この地震災害に際して日本全国の多くの方々からたくさんの義援

金や温かい励ましをいただき、また、自ら進んで被災地の後片付けなどを

していただいた高校生をはじめとする多くのボランティアの方々に対して、

深く感謝申し上げますとともに、心からお礼を申し上げるものであります。 

次に、志賀原子力発電所１号機の臨界事故隠ぺい問題についてでありま

す。 

本件は、これまで北陸電力を信頼してきた町民の皆様の心情を思うとき、

激しい憤りを感じるとともに、電源立地に全面協力してきた行政としても、

強い不信感を持たざるを得ない事件であります。 

北陸電力では、国の行政処分、厳しい社内処分を経て、新たに志賀町に

設置する原子力本部に、責任者である副社長の常駐も含めて現行体制から
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約５０名を増員し、隠ぺい体質の払拭と厳しい管理体制を基本に事業展開

したいとしておりますが、町としても町民の安全・安心を確保するため、

新体制となった発電所及び北陸電力が地域とともに歩む発電所、企業とし

て機能するよう厳しく注視し、指導するものであります。 

次に、今年度の町の基本姿勢についてであります。 

平成１９年度がスタートして２カ月が経過いたしましたが、今年度は、

地震災害からの復旧事業のほか、昨年度策定いたしました「第１次志賀町

総合計画」及び「志賀町行政改革大綱」を実践する初年度と位置付けてお

り、合併後の町づくりに向けて非常に重要な年度でもあります。 

最重点事業であるケーブルテレビ事業など計画に掲げられた事業を着実

に推進し、若者定住と住民の福祉向上を重点に施策を展開したいと考えて

おりますので、議会の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

さて、本定例会に提案申し上げ、御審議いただきます案件は、専決処分

の報告が２７件、条例の一部改正・廃止が６件、平成１９年度一般会計補

正予算１件、ケーブルテレビ事業特別会計の設置に伴う予算１件、工事請

負契約の一部変更が１件のあわせて３６件であります。以下、その大要に

つきまして御説明申し上げます。 

報告第１号ないし報告第８号は、平成１８年度の各会計に係る事業費の

確定及び精算等に伴う補正予算であり、３月３０日をもって専決処分いた

しましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

最初に報告第１号、平成１８年度志賀町一般会計補正予算（第６号）に

ついては、歳入歳出予算からそれぞれ３億３，０６７万３千円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５４億４，２６４万円としたものであり

ます。 

報告第２号、平成１８年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）については、歳入歳出予算からそれぞれ８，４３９万８千円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億９，９２７万円としたものでありま

す。 

報告第３号、平成１８年度志賀町老人保健特別会計（第２号）について

は、歳入歳出予算からそれぞれ２億１，６０１万７千円を減額し、歳入歳
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出予算の総額をそれぞれ２９億５，０９４万４千円としたものであります。 

報告第４号、平成１８年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第４号）については、歳入歳出予算からそれぞれ２，２２７万６千円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億６，８３６万４千円としたも

のであります。 

報告第５号、平成１８年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）については、歳入歳出予算からそれぞれ９２８万５千円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億５，９６３万７千円としたものであ

ります。 

報告第６号、平成１８年度志賀町地域し尿処理施設整備事業特別会計補

正予算（第３号）については、歳入歳出予算からそれぞれ１，０４１万円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７，５２７万２千円としたもの

であります。 

報告第７号、平成１８年度志賀町立診療所事業特別会計補正予算（第 

５号）については、歳入歳出予算からそれぞれ８４４万９千円を減額し、 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ９，１５５万円としたものであります。 

報告第８号、平成１８年度志賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第 

２号）については、歳入歳出予算からそれぞれ５０万１千円を減額し、 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，４２０万１千円としたものであります。 

次に、報告第９号ないし報告第１１号は、条例の一部改正であり、３月

３０日をもって専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求める

ものであります。 

報告第９号、志賀町税条例の一部を改正する条例については、本年度か

らのたばこ税の税率改正、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の 

特例措置の創設及び租税条約改正に伴う保険料に係る個人町民税の課税の

特例の創設による改正であります。 

報告第１０号、志賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

ては、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険の一世帯あたりの課税

限度額を本年度から５３万円を５６万円に改めるものであります。 

報告第１１号、志賀町都市計画税条例の一部を改正する条例については、
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主に郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部 

改正に伴う改正であります。 

報告第１２号、平成１８年度志賀町介護保険特別会計補正予算（第４

号）については、保険事業勘定で、歳入歳出予算からそれぞれ９，１５９

万７千円を減額し、歳入歳出予算額を２３億４，０３５万７千円とし、 

介護サービス事業勘定では、歳入歳出予算からそれぞれ１７万５千円を 

減額し、歳入歳出予算額を２，１６５万７千円とし、３月３０日をもって

専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

報告第１３号ないし報告第１８号については、平成１９年度の能登半島

地震災害復旧費及びその関連経費の補正予算であり、４月１日付で専決処

分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

報告第１３号、平成１９年度志賀町一般会計補正予算（第１号）につい

ては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８億５，３７９万５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１７５億４，３７９万５千円としたものであります。 

報告第１４号、平成１９年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）については、歳入歳出予算に１億９，２５６万８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億１，８３８万８千円としたものであり

ます。 

報告第１５号、平成１９年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）については、歳入歳出予算に７３０万円を追加し、歳入歳出 

予算の総額を２３億６，８８６万５千円としたものであります。 

報告第１６号、平成１９年度志賀町地域し尿処理施設整備特別会計補正

予算（第１号）については、歳入歳出予算に２，１６９万２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１億２８７万２千円としたものであります。 

報告第１７号、平成１９年度志賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）については、歳入歳出予算に２，９４７万８千円を追加し、歳入 

歳出予算の総額を５，３０６万４千円としたものであります。 

報告第１８号、平成１９年度志賀町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついては、収益的収支の支出で８４８万円を追加し、支出予定額を６億 

６，１９０万６千円とし、資本的収支の収入で、１３０万円を追加し、 
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収入予定額を１億９，４７１万円、支出で４８０万円を追加し、支出予定

額を６億２，７８５万１千円としたものであります。 

次に、報告第１９号、平成１９年度志賀町一般会計補正予算（第２号）

については、石川県が補正予算の専決処分を行った能登半島地震災害対策

経費に係る関連事業の予算計上であり、歳入歳出予算にそれぞれ２億  

８，０６９万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７８億２，４４８

万７千円とし、４月１７日付で専決処分いたしましたので、議会に報告し、

承認を求めるものであります。 

報告第２０号ないし報告第２７号については、平成１９年度の各会計に

おいて災害復旧費や緊急を要する事業等の補正予算であり、５月１日付で

専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

報告第２０号、平成１９年度志賀町一般会計補正予算（第３号）につい

ては、歳入歳出予算にそれぞれ６億８，２２９万２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１８５億６７７万９千円としたものであります。 

報告第２１号、平成１９年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）については、石川県後期高齢者医療制度が創設されることに伴う電

算システムの改修経費の追加で、歳入歳出予算にそれぞれ３，０００万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億８，４５０万円としたも

のであります。 

報告第２２号、平成１９年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）については、歳入歳出予算にそれぞれ１億８，８９７万７千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億７３６万５千円としたも

のであります。 

報告第２３号、平成１９年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）については、歳入歳出予算にそれぞれ２，９０７万８千円を 

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億９，７９４万３千円とした

ものであります。 

報告第２４号、平成１９年度志賀町地域し尿処理施設整備事業特別会計

補正予算（第２号）については、災害復旧費の予算の組み換えであります。 

報告第２５号、平成１９年度志賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第
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２号）については、飲料水供給施設である鵜野屋及び地保地区について、

簡易水道を供給するための所要経費の計上であり、歳入歳出予算にそれぞ

れ１億１，２０２万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億

６，５０８万６千円としたものであります。 

報告第２６号、平成１９年度志賀町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては、水道未普及区域の大笹波に給水するための所要経費の計上で、

収益的収支の支出で１９０万円を追加し、支出予定額を６億６，３８０万

６千円とし、資本的収支の収入で６，３４３万円を追加し、収入予定額を

２億５，８１４万円、支出では７，８７６万１千円を追加し、支出予定額

を７億６６１万２千円としたものであります。 

報告第２７号、平成１９年度志賀町立富来病院事業会計補正予算（第１

号）については、能登半島地震による病院施設の被災箇所修繕経費で、収

益的収支の支出で６００万円を計上し、支出予定額を１５億８５６万８千

円としたものであります。 

次に議案説明に入らせていただきます。 

議案第４８号、町長の給与の減額に関する条例については、私の不徳の

致すところにより、平成１９年当初議会、志賀原発の事故隠しの発覚及び

能登半島地震発生の際に入院中の身であったことにより、行政上の責任を

痛感しており、かねてより申し上げておりましたが、私の給料の一部を減

額する条例を上程するものであります。 

議案第４９号、志賀町特別会計条例の一部を改正する条例につきまして

は、ケーブルテレビ事業を消費税法上の特別会計の事業に変更することに

より、課税事業者となり、消費税の還付を受けられることから、当該事業

の特別会計を設置するものであります。 

議案第５０号、平成１９年度志賀町一般会計補正予算（第４号）につい

ては、志賀町ケーブルテレビ事業特別会計の設置に伴う充当特定財源分の

減額補正であり、歳入歳出予算からそれぞれ１８億９，２００万円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６６億１，４７７万９千円とするも

のであります。 

議案第５１号、平成１９年度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計予算に
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ついては、一般会計に予算化してありますケーブルテレビ事業費相当額を

計上し、歳入歳出予算の総額を２２億２，８５８万６千円とするものであ

ります。 

議案第５２号、志賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

は、国民健康保険運営協議会の委員に被用者保険等保険者を代表する委員

を１名加えるものであります。 

議案第５３号、志賀町都市計画審議会条例の一部を改正する条例につい

ては、都市計画審議会の委員定数を改めるものであります。 

議案第５４号、志賀町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条

例については、水道未普及地区である笹波地区の一部を水道区域に加える

ための改正であります。 

議案第５５号、家畜導入事業資金供給事業（特別導入事業）基金条例を

廃止する条例については、本事業が地方への税源移譲の対象とされたこと

により、貸付中止と国庫基金の返納の実施方針が打ち出され、平成１８年

度において国・県基金の全額返納と一部畜産農家の貸付未納金が完納され

たため、基金条例を廃止するものであります。 

最後に、議案第５６号、工事請負契約の締結についての議決の一部変更

について（志賀町立統合中学校建設工事（高浜中学校解体撤去））は、 

当初、大和建設株式会社と３，３３９万円で請負契約を締結しましたが、

校舎の一部にアスベスト含有物が吹き付けされており、適切な処分をする

ため、４８３万円を増額し、変更後の契約金額を３，８２２万円とするも

のであります。 

以上、本定例会提出案件についての概要説明を終わらせていただきます

が、詳細につきましては、議事の進行に従い、私又は関係職員が説明にあ

たりますので、議員の皆様におかれましては、何とぞ慎重なる御審議のう

え、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げますが、実は提案理由

の説明中ですね、５ページで報告第１２号平成１８年度志賀町介護保険特

別補正予算(第４号)の専決処分の日を３月３０日と説明申し上げましたが、

３月３１日でありますので、訂正方お詫びを申し上げて、お願いをしたい

と思います。以上であります。 
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（  休   会  ） 

林  一夫議長 続いて、休会の件について、お諮りをいたします。 

        議案調査等のため、明２日から１０日までの９日間は、休会といたした

いと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、明２日から１０日までの９日間は、休会することに決しました。 

次回は、３月１１日午前１０時から会議を開きます。 

本日は、これにて散会いたします。 

（午後 ５時 １分 散会） 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第１０号 

 例月出納検査結果報告について 

  （平成１９年 ４月２５日実施分） 

  （平成１９年 ５月２４日実施分） 

 

２．議長報告第１１号 

 要望書について 

  町水道事業参加加入に関する要望書（笹波区「大笹波」） 

 

３．議長報告第１２号 

 入札結果報告について 

  （平成１９年 ４月２３日 １４件） 

  （平成１９年 ５月１０日  ７件） 

  （平成１９年 ５月２３日  １件） 


